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8.1

6.4

10.5

33.4

29.7

38.1 12.4 19.3

19.6

22.5

16.1

賛成
どちらかといえば

賛成

14.2

13.4

分からない 無回答

3.8

3.6

3.6

23.7

21.8

どちらかといえば
反対

反対

全体

女性

男性

単位：％

31.2

54.6

7.2

53.6

17.9

30.1

54.4

50.9

33.7

14.2

53.9

17.4

37.5

28.3

11.9

11.8

4.9

3.8

2.1

0.7

3.2

3.0

2.2

2.4

18.6

28.7

6.8

9.4

10.8

9.6

9.8

9.4

8.5

男性が
優遇されている

平等である
女性が

優遇されている

26.4

22.0

31.9

26.0

18.0

23.3

どちらとも
いえない

9.6

無回答n=1475

Ａ．家庭生活で

Ｂ．就労の場で

Ｃ．学校教育の場で

Ｄ．政治の場で 

Ｅ．地域活動の場で

Ｆ．法律や制度の上で

Ｇ．社会通念や慣習で

Ｈ．社会全体で

単位：％

基本課題Ⅱ 教育・学習（男女平等意識をつくる） 
 

目標３ 男女平等の視点に立った意識改革と社会制度・慣行の見直し 

 

【現状と課題】私たちの職場や家庭，地域社会においては，「男は仕事，女は家

庭」という性別役割分担意識，制度・慣行の中に存在する女性への差別や偏見など

が依然として残っています。 

 これらの意識や慣習が，女性の多様な生き方や社会参画，経済的自立を阻み，ま

た男性の生活者としての自立を妨げる要因になっています。さらに，このことは子

どもに影響を不え，社会的性別（ジェンダー）の意識を再生産することになります。  

 性別にかかわらず個人として尊重され，主体的に生き方を選択でき，その能力と

個性を十分に発揮できる社会の実現のためには，社会的合意を徔ながら社会的性別

（ジェンダー）にとらわれない環境づくり，制度・慣行が機能するような配慮と見

直しが求められ，子どもの頃から男女共同参画に対する理解を促進していくことが

大切です。平成２２年に策定された国の「第３次男女共同参画基本計画」では，基

本方針の中で，目指すべき社会の第1に「固定的性別役割分担意識をなくした男女

平等の社会」を挙げています。 

 
問 「男は外で働き，女は家庭を守るべきである」という考え方をあなたはどう思いますか  
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

問  各分野において男女が平等になっていると思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  「柏市男女共同参画に関する市民意識調査」平成２１年度  

 
 社会的性別（ジェンダー）  

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。生まれついての生物学的性別（セックス）

に対して，社会通念や慣習の中で社会的に作り上げられた「男性像」，「女性像」があり，

このような男女の別をいう。それ自体に良い，悪いの価値を含むものではない。  
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   施  策     具 体 的 な 施 策    担当課  

（１）男女平等意識 

をつくるための啓 

発活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）男女平等の視 

点に立つ行政職員 

の育成 

 

 

 

 

 

 

 ①啓発事業の充実 

  男女共同参画社会，社会的性別（ジェンダ  

ー）にとらわれない環境づくりをテーマに講 

演会やシンポジウム等を開催し広く市民の参 

画を求めるとともに理解を深めるための啓発 

を行います。 

  ・講座，シンポジウム，イベントの実施 

    男女共同参画の視点の重視 

    男性や若年者に向けた啓発 

・広報紙等による啓発 

・男女共同参画週間における啓発の推進 

 

 ②男女平等に関する条約，法令等の周知 

  男女平等社会の実現に向け，法や制度等の 

 積極的な活用促進と理解を深めるための啓発 

に努めます。 

  ・広報紙等による法令等の周知 

    女子差別撤廃条約 憲法 

    男女共同参画社会基本法  

    男女雇用機会均等法 民法 

    育児・介護休業法 国籍法 

    ＤＶ防止法 年金制度 

  ・法制度に関する学習機会の充実 

 

 ③男女平等に関する研究と情報収集・提供 

  男女間格差や偏りを把握するため市民を対 

象に，男女平等に関する意識を調査・分析し 

その結果を各種事業に反映させていきます。 

  ・男女平等に関する意識調査の実施 

  ・男女別統計（ジェンダー統計等）の推進 

・情報収集・公表 

 

 ①職員研修の実施 

  あらゆる施策や事業を男女平等の視点に立 

 って推進していくための職員研修を充実しま 

 す。 

  ・女性問題に関する職員研修の充実 

  ・セクハラ防止に関する研修の充実 

  ・次世代育成支援対策推進法の規定による 

柏市特定事業主行動計画に基づく研修の 

充実 

 

 ②性別にとらわれない職員の採用・配置 

  性別にとらわれない男女職員の登用，女性 

 職員の職域拡大や能力が発揮できる機会の確 

 保等に努めます。 

  ・性別にとらわれない職員の採用 

  ・女性職員の積極的な職務配置 

 

 

 

 

 

 

 男女共同参画室  

  

 

男女共同参画室  

男女共同参画室  

 

 

 

 

 

男女共同参画室・ 

関係部署 

 

 

 

  

 関係部署 

 

 

 

 

 

 男女共同参画室  

 男女共同参画室  

 

 

 

 

 

 

 人事課 

 人事課 

 人事課 

 

 

 

 

 

 

 

 人事課 

 人事課 
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（３）社会制度・慣 

 行の見直し 

 

 

 

 

 

 

 ①社会制度・慣行の見直し 

  社会制度・慣行について，男女平等の視点 

に立って調査研究し，社会的合意を徔ながら 

必要に応じて関係機関へ働きかけます。 

  ・社会制度・慣行の調査研究 

・男女共同参画週間全国会議への参加 

 

 

 

  

 

 

  

 

 男女共同参画室  

男女共同参画室  

 

 

 

 

 

 

 

あなたができること 

・啓発事業に参加してみましょう 


